
予後（3 年、5 年）登録／データ⼊⼒（修正）⽅法 

 

①「予後データ⼊⼒」をクリック 

 
 
②具体的なデータが分かっている場合は患者 No.を⼊⼒して「検索する」をクリック。「検索する」だけ
をクリックしても OK（全登録データが表⽰される）。 

 
 
 
 
 
 
 
 



③データを登録（修正）する患者 No.をクリック 

 
 
④【予後データの⼊⼒】欄の「治療後の健否」ならびに「最終⽣存確認年⽉⽇」を⼊⼒（修正）して、次
へ進み、データを登録する。 

 
 
Q 予後調査に関して終診、転居、他院への紹介などで予後を調査できない症例に関してはどのように登
録すればよいのですか？ 
A  原則治療開始後満 5 年（3 年）経過後の予後を登録してください。予後を調査できない症例でも施
設で許容されうる可能な⼿段で予後を調査してください。許容される情報収集法に関しては、施設、症
例ごとに事情が異なると思われますので、腫瘍登録委員会としては現時点で規定する予定はありません。
許容されうる可能な⼿段でも治療開始後満 5 年（3 年）経過後の予後を調査することが難しい症例では、
最終⽣存⽇については可及的最近のものを⼊⼒してください。ただし、その場合は疑義照会になってし
まいますので、その点はご了承ください。 
 
Q 予後に関して疑義照会がきましたが、予後追跡が困難であるなどの理由で、初回登録と⼊⼒データが
変わりません。どのようにすればよいですか？ 
A 予後追跡が困難で⼊⼒データを更新できない場合であっても、登録画⾯を開きご確認いただき、予後
⼊⼒の欄をクリックしてください。この操作により、2 回⽬の疑義照会が⽣じなくなります。 


